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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入賞部への遊技球の入賞を検出する検出手段と、
　前記検出手段からの検出結果に基づいて遊技を統括的に制御する遊技制御装置と、
　入賞部に設けられた変動入賞装置と、を備えた遊技機において、
　前記遊技制御装置は、
　遊技に関する制御を行うＣＰＵと、
　前記ＣＰＵからの制御指令信号を出力する出力ポート回路と、
　前記ＣＰＵから出力されるアドレス信号に基づいて前記出力ポート回路に前記制御指令
信号の取り込みを指示するアドレスデコード回路と、
　前記出力ポート回路から出力される前記制御指令信号に基づいて前記変動入賞装置を駆
動する駆動回路と、
　前記検出手段からの検出信号が入力される入力ポート回路と、
　前記検出手段と前記入力ポート回路の間に設けられる非可逆性の信号伝達回路と、
　を備え、
　回路基板に所定の配線パターンを設けることによって、遊技状態に対応して変化する信
号を当該遊技制御装置の外部に出力する信号取り出し領域を形成し、
　前記変動入賞装置を駆動させる前記制御指令信号を前記出力ポート回路の出力部から前
記信号取り出し領域に伝達するようにするとともに、前記検出手段からの検出信号を前記
非可逆性の信号伝達回路の出力部から前記信号取り出し領域に常時伝達するようにしたこ
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とを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検出手段からの検出信号に基づいて遊技に関する制御をＣＰＵによって行う
遊技機において、この検出信号に基づくＣＰＵの制御について、信頼性の高い検査を可能
とした改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機（例えば弾球遊技機）には、検出手段（例えば、遊技球を検出するセンサ）から
の検出信号に基づいて、ＣＰＵ（例えば、遊技制御装置のＣＰＵ）により遊技に関する制
御を行うものがある。
【０００３】
　図３には、このような従来の遊技機の構成を示す。
【０００４】
　図示されるように、球検出スイッチ１からの検出信号は、遊技制御装置２に入力され、
電圧変換回路３でレベル変換された後、ノイズ除去用のフィルタ回路４を通って入力ポー
ト回路５に入力される。遊技制御装置２のワンチップマイクロコンピュータ６は、割込信
号発生回路７からの割込信号毎に遊技制御を実行するＣＰＵ６Ａを内蔵するもので、アド
レスデコード回路８にＲ／Ｗ信号およびアドレス信号を送信することにより、データバス
９を介して、入力ポート回路５から一定のタイミングで検出信号を受け入れ、また出力ポ
ート回路１０に指令信号を出力する。出力ポート回路１０からの指令信号は、ドライブ回
路１１により変換され、遊技機の各種被駆動装置１２（例えば、装飾用のランプ、変動入
賞装置等）や各種従属制御装置１３（例えば、排出制御装置、表示制御装置等）に入力さ
れる。
【０００５】
　ところで、このような遊技機では、球検出スイッチ１からの検出信号に基づいて正しい
制御がなされているか否かを検査する必要がある。このため、従来は、フィルタ回路４の
出力部１４に検査装置１５を接続することにより検査用信号を取り出し、この検査用信号
に対してワンチップマイクロコンピュータ６のＣＰＵ６Ａが正しく動作しているかを検査
していた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このようにフィルタ回路４の出力部１４に検査装置１５を接続すると、
検査装置１５からの影響でフィルタ回路４の時定数が変化してしまい、検出信号自体に変
化が生じてしまう。
【０００７】
　具体的には、図４に示すように、球検出スイッチ１から入力されてきた検出信号（図４
（Ａ））は、電圧変換回路３により電圧変換され（図４（Ｂ））、さらにフィルタ回路４
でノイズ除去されることにより、図４（Ｃ）に示すような波形となる。ＣＰＵ６Ａによる
スキャンは、図４（Ｘ）に示すように、所定のしきい値電圧を基準として、この図４（Ｃ
）を読み込むことによりなされる（なお、電圧変換回路３で電圧が反転しているので、し
きい値電圧を超えない範囲がロー出力、しきい値電圧以上がハイ出力となっている）。
【０００８】
　ところが、検査装置１５を接続した場合には、フィルタ回路４の出力部の信号波形は、
図４（Ｃ）から図４（Ｄ）のように変形してしまい（信号伝達に遅れが生じてしまい）、
図４（Ｙ）に示すように、ＣＰＵ６Ａによるスキャンタイミングに遅れが生じてしまう。
【０００９】
　このように、球検出スイッチ１で検出している同一の遊技状況（遊技球入賞）に対して
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、検査装置１５を付けている場合といない場合とで、ＣＰＵ６Ａに入力される検出信号に
相違が生じてしまうので、検査は検査装置１５を付けていない状態での制御を正確に再現
するものとは言えず、その分、検査の信頼性が低くなってしまっていた。
【００１０】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、検出手段からの検出信号に基
づいて遊技に関する制御をＣＰＵによって行う遊技機において、この検出信号に基づくＣ
ＰＵの制御について、信頼性の高い検査を可能としたものを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、入賞部への遊技球の入賞を検出する検出手段と、前記検出手段からの検出結
果に基づいて遊技を統括的に制御する遊技制御装置と、入賞部に設けられた変動入賞装置
と、を備えた遊技機において、前記遊技制御装置は、遊技に関する制御を行うＣＰＵと、
前記ＣＰＵからの制御指令信号を出力する出力ポート回路と、前記ＣＰＵから出力される
アドレス信号に基づいて前記出力ポート回路に前記制御指令信号の取り込みを指示するア
ドレスデコード回路と、前記出力ポート回路から出力される前記制御指令信号に基づいて
前記変動入賞装置を駆動する駆動回路と、前記検出手段からの検出信号が入力される入力
ポート回路と、前記検出手段と前記入力ポート回路の間に設けられる非可逆性の信号伝達
回路と、を備え、回路基板に所定の配線パターンを設けることによって、遊技状態に対応
して変化する信号を当該遊技制御装置の外部に出力する信号取り出し領域を形成し、前記
変動入賞装置を駆動させる前記制御指令信号を前記出力ポート回路の出力部から前記信号
取り出し領域に伝達するようにするとともに、前記検出手段からの検出信号を前記非可逆
性の信号伝達回路の出力部から前記信号取り出し領域に常時伝達するようにしたことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明では、入賞部への遊技球の入賞を検出する検出手段と、前記検出手段からの検出
結果に基づいて遊技を統括的に制御する遊技制御装置と、入賞部に設けられた変動入賞装
置と、を備えた遊技機において、前記遊技制御装置は、遊技に関する制御を行うＣＰＵと
、前記ＣＰＵからの制御指令信号を出力する出力ポート回路と、前記ＣＰＵから出力され
るアドレス信号に基づいて前記出力ポート回路に前記制御指令信号の取り込みを指示する
アドレスデコード回路と、前記出力ポート回路から出力される前記制御指令信号に基づい
て前記変動入賞装置を駆動する駆動回路と、前記検出手段からの検出信号が入力される入
力ポート回路と、前記検出手段と前記入力ポート回路の間に設けられる非可逆性の信号伝
達回路と、を備え、回路基板に所定の配線パターンを設けることによって、遊技状態に対
応して変化する信号を当該遊技制御装置の外部に出力する信号取り出し領域を形成し、前
記変動入賞装置を駆動させる前記制御指令信号を前記出力ポート回路の出力部から前記信
号取り出し領域に伝達するようにするとともに、前記検出手段からの検出信号を前記非可
逆性の信号伝達回路の出力部から前記信号取り出し領域に常時伝達するようにしたので、
実際の遊技をそのまま再現した信頼性の高い検査を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態における遊技機の制御系の一部を示す構成図である。
【図２】同じく遊技制御装置内の各所における遊技球検出信号を示すタイミングチャート
である。
【図３】従来の遊技機を示す構成図である。
【図４】同じく遊技制御装置内の各所における遊技球検出信号を示すタイミングチャート
である
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面に基づいて、本発明の実施の形態について説明する。
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【００１５】
　図１は、遊技機の制御系の一部を示す構成図である。
【００１６】
　球検出スイッチ１は、遊技機の各種入賞部に備えられ、入賞部への遊技球入賞を検出す
るものである。球検出スイッチ１からの検出信号（図２（Ａ）参照）は、遊技制御装置２
に入力される。
【００１７】
　遊技制御装置２は、球検出スイッチ１からの遊技球検出信号等に基づいて、大当たりの
抽選、各種従属制御装置への指令信号の送信等を行い、遊技を統括的に制御する主制御装
置である。この遊技制御装置２に入力された遊技球検出信号は、まず電圧変換回路３にお
いてレベル変換され（図２（Ｂ）参照）、続いてフィルタ回路４によりノイズ除去がなさ
れる（図２（Ｃ）参照）。
【００１８】
　このフィルタ回路４の後段には、バッファ回路２１が備えられ、このバッファ回路５の
出力が、入力ポート回路５に入力される。この場合、バッファ回路２１と入力ポート回路
５としては、同一種類のＩＣ素子（本実施の形態では、７４ＨＣ２４４）が使用されてい
る。
【００１９】
　なお、入力ポート回路５は、アドレスデコード回路８からセレクトの端子（図１の１Ｇ
、２Ｇの端子）にローレベルの信号（選択信号）が伝達された場合にのみ、ＩＮ側の信号
をＯＵＴ側に伝達するように構成している。これに対して、バッファ回路２１は、セレク
トの端子をグランド接続することによって、ＩＮ側の信号をＯＵＴ側に常時伝達するよう
に構成している。
【００２０】
　また、バッファ回路５の出力部の信号（図２（Ｄ）参照）は、信号端子取付領域２２か
ら取り出せるようになっている。ここで、信号端子取付領域２２とは、例えば基板のパタ
ーン上の特定の領域等であり、ハンダ付け等によって信号端子（コネクタ）を設けること
が可能な領域である。検査装置（図示せず）を用いた検査の際には、信号端子取付領域２
２に取り付けられた信号端子からバッファ回路５の出力部の信号を取り出して検査を行う
ことになる。このように、信号端子取付領域２２を基板パターン上に設けるようにしたの
は、遊技店での営業時等には検査装置のための信号端子が必要とならないことから、検査
時には信号端子を取り付ける一方で、営業時等には信号端子を取り外しておくことができ
るようにしたものである。そして、信号端子取付領域２２を基板ケースに収容して、この
基板ケースを開放できないように（あるいは開放困難に）しておけば、営業時に、信号端
子取付領域２２から遊技制御装置２へ信号を入力する不正行為を防止することができる。
【００２１】
　このように、バッファ回路２１のような非可逆性の信号伝達回路をフィルタ回路４の後
段に備え、このバッファ回路２１の出力を検査装置に取り出すようになっているので、検
査装置側の入力容量の影響は、フィルタ回路４の時定数に影響を与えない。したがって、
バッファ回路２１の出力部の信号は、検査装置の接続時と非接続時とで変わりない（時間
的な遅れが生じることがない）ので、球検出スイッチ１により検出された同一の遊技球検
出状況（遊技球検出タイミング）に対して、検査装置を接続している場合でも、接続して
いない場合と全く同じ信号波形が入力ポート回路５へ入力されることになる。
【００２２】
　なお、フィルタ回路４の後段に配置する回路は、出力側の電気信号を入力側に伝達しな
いような構成の回路、つまり非可逆性の信号伝達回路であれば良いので、バッファ回路２
１に限られず、例えばリレー回路やフォトカプラ回路でもよい。
【００２３】
　入力ポート回路に入力された信号は、アドレスデコード回路８からの選択信号に基づい
て、データバス９を介してワンチップマイクロコンピュータ６のＣＰＵ６Ａに取り込まれ
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る。ここで、アドレスデコード回路８からの選択信号は、ＣＰＵ６ＡからのＲ／Ｗ信号お
よびアドレスバス上のアドレス信号に基づいて切り換えられるようになっている。
ワンチップマイクロコンピュータ６は、ＣＰＵ６Ａ、ＲＯＭ、ＲＡＭを内蔵している。Ｒ
ＯＭは、遊技制御のための不変の情報を記憶しているもので、各種プログラムや、遊技制
御における大当たりの確率などの定数が記憶されている。ＲＡＭは、ＣＰＵ６Ａによる遊
技制御時にワークエリアとして利用されるもので、大当たり決定のためのカウンタ（乱数
カウンタ）等が記憶されている。
【００２４】
　ＣＰＵ６Ａは、割込信号発生回路７からの割込毎に、入力ポート回路５から遊技球検出
の信号レベルをスキャンして取得することにより、遊技制御を実行する。この遊技制御に
おいては、例えば、大当たりの抽選が行われる。具体的には、ＣＰＵ６Ａに入力されてき
た遊技球検出信号の検出タイミング（例えば信号波形の立ち上がりのタイミング）におけ
る乱数カウンタ値を取得し、この乱数カウンタ値が所定の大当たり値であるか否かに基づ
いて、大当たり発生の決定をする。
【００２５】
　また、ＣＰＵ６Ａからの出力信号は、データバス９を介して出力ポート回路１０に取り
込まれる。この場合、出力ポート回路１０は、ＣＰＵ６ＡからのＲ／Ｗ信号およびアドレ
ス信号に基づくアドレスデコード回路８からの選択信号にしたがって、データバス９から
の信号取り込みを行う。
【００２６】
　出力ポート回路１０からの出力信号は、ドライブ回路１１で変換されて、各種被駆動装
置１２、各種従属制御装置１３に入力される。これにより、被駆動装置１２および従属制
御装置１３は、遊技制御装置２により統括的に制御されることになる。ここで、被駆動装
置１２としては、入賞部に設けられた変動入賞装置の開閉機構等がある。また、従属制御
装置１３としては、画像表示装置を制御する表示制御装置、音出力装置を制御する音制御
装置、装飾ランプの点滅等を制御する装飾制御装置、排出機構からの遊技球排出を制御す
る排出制御装置等がある。
【００２７】
　なお、出力ポート回路１０からの出力信号は、信号端子取付領域２２から取り出し可能
となっている。これにより、信号端子取付領域２２から出力信号を取り出せば、ＣＰＵ６
Ａのポート出力タイミングを的確に把握することができる。例えば、ドライブ回路１１の
出力部から信号を取得した場合と比較すると、ドライブ回路１１内で発生する信号伝達の
遅れが含まれない分だけ、出力タイミング取得の精度が高まる。
【００２８】
　つぎに、図２のタイミングチャートにしたがって、本実施の形態の作用について説明す
る。
【００２９】
　図２（Ａ）に示すように、球検出スイッチ１の遊技球検出信号は、遊技球検出時にハイ
レベル（１２Ｖ）、非検出時にローレベル（４Ｖ）を示すものである。この遊技球検出信
号が遊技制御装置２に入力されると、図２（Ｂ）に示すように、電圧変換回路３において
反転信号（ハイレベル５Ｖ、ローレベル０Ｖ）に変換され、さらに図２（Ｃ）に示すよう
に、フィルタ回路４においてノイズ除去された信号波形となる。
【００３０】
　このフィルタ回路４の後段にはバッファ回路２１が備えられており、このバッファ回路
２１を通過した信号（図２（Ｄ））が、入力ポート回路５に入力される信号、また信号端
子取付領域２２から検査用信号として取り出される信号となる。この場合、図２（Ｄ）の
信号波形は、図２（Ｃ）の電圧がしきい値より大きなときにローレベル（０Ｖ）、しきい
値以下のときにハイレベル（５Ｖ）を示すものであって、図２（Ａ）、（Ｂ）の信号波形
と比較して、信号波形の立ち上がりおよび立ち下がりに、フィルタ回路４の時定数に基づ
く遅れを持つものではあるが、信号端子取付領域２２に検査装置を接続した場合と接続し
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ていない場合とで変化しない。すなわち、検査装置を接続した場合でも、検査装置側から
の電気的な影響はバッファ回路２１により遮断されるので、フィルタ回路４の時定数に影
響は出ず、フィルタ回路４の時定数に基づく信号の遅れは変わりない。
【００３１】
　したがって、図２（Ｘ）に示すようなＣＰＵ６Ａによる遊技球検出信号のスキャンタイ
ミングは、検査装置を接続した場合と接続していない場合とで同一のものとなる。よって
、検査装置を接続している場合でも、球検出スイッチ１による同様な検出（検出タイミン
グ）に対して、検査装置を接続していない場合と全く同様な制御（例えば、遊技球検出タ
イミングに基づく大当たりの抽選）が再現されることになる。
【００３２】
　このように本実施の形態によれば、フィルタ回路４の後段にバッファ回路２１を設け、
このバッファ回路の出力を検査用信号として取り出すようにしたので、検査装置を接続し
た場合でも、ＣＰＵ６Ａにより取り込まれる遊技球検出信号には変化がなく、検査の信頼
性が高められる。
【００３３】
　また、バッファ回路２１は、入力ポート回路５と同一の素子で構成するので、遊技制御
装置２の組立時に素子の付け間違い等が起こりにくくなり、組立が容易化され、製造コス
トを削減できる。
【００３４】
　なお、上記実施の形態においては、信号端子取付領域２２を形成することにより、バッ
ファ回路２１の出力部から検査用信号を取り出せるように構成してあるが、本発明は、こ
のように信号端子取付領域２２を形成することが必ず必要とされるものではなく、バッフ
ァ回路２１の出力部から検査信号を取り出せるものであれば任意の構成をとることができ
る。例えば、バッファ回路２１を構成するＩＣパッケージの出力信号ピンに検査装置の信
号ケーブルを直結可能として、検査時には遊技制御装置２の基板を収容するケースを開放
して、この出力信号ピンに信号ケーブルを接続するようにしてもよい。
【００３５】
　また、本発明では、電圧変換回路３、フィルタ回路４、入力ポート回路５、バッファ回
路２１等の全部または一部が、一つのＩＣパッケージに収まっているような構成をとるこ
ともできる。
【００３６】
　また、今回開示された実施の形態は総ての点で例示であって制限的なものではない。ま
た、本発明の範囲は、特許請求の範囲によって示されるもので、特許請求の範囲内での総
ての変更を含むものである。
【００３７】
　特許請求の範囲に記載した以外の本発明の観点の代表的なものとして、次のものがあげ
られる。
【００３８】
　（１）遊技球入賞の検出を行う検出手段と、この検出手段からの検出信号のノイズ除去
を行うフィルタ回路と、このフィルタ回路からの信号が入力される入力ポート回路と、こ
の入力ポート回路とバスを通じて接続されるとともに前記入力ポート回路を介して入力さ
れる前記検出手段からの検出信号に基づいて遊技に関する制御を行うＣＰＵと、を備えた
遊技機において、前記フィルタ回路と入力ポート回路の間に非可逆性の信号伝達回路を備
え、この非可逆性の信号伝達回路の出力部から検査用信号を取り出し可能としたことを特
徴とする遊技機。
【００３９】
　（２）前記非可逆性の信号伝達回路は、バッファ回路であることを特徴とする（１）に
記載の遊技機。
【００４０】
　（３）検査装置用の端子を取付可能な信号端子取付領域を前記非可逆性の信号伝達回路
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の出力部に設けたことを特徴とする（１）または（２）に記載の遊技機。
【００４１】
　（４）前記非可逆性の信号伝達回路と前記入力ポート回路を同じ素子で構成したことを
特徴とする（１）から（３）のいずれか一つに記載の遊技機。
【００４２】
　以上のように、これらの観点では、フィルタ回路の後段には非可逆性の信号伝達回路が
備えられ、この非可逆性の信号伝達回路の出力が検査用信号として取り出されるので、検
査装置を接続した場合と接続しない場合とで、フィルタ回路の時定数には変化がない。し
たがって、検査装置を接続した場合でも、検出手段による同様の検出（検出タイミング）
に対して、検査装置を接続していない場合と全く同様な制御（例えば、遊技球検出タイミ
ングに基づく大当たりの抽選）が再現されることになる。したがって、検査は、実際の遊
技をそのまま再現したものとして、信頼性の高いものとなる。
【００４３】
　また、非可逆性の信号伝達回路と入力ポート回路を同じ素子で構成したので、組立時に
素子の付け間違い等が起こりにくくなり、組立が容易化され、製造コストを削減できる。
【符号の説明】
【００４４】
１　球検出スイッチ
２　遊技制御装置
４　フィルタ回路
５　入力ポート回路
６　ワンチップマイクロコンピュータ
６Ａ　ＣＰＵ
９　データバス
２１　バッファ回路
２２　信号端子取付領域
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